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第 9回 グループ法人の税務と会計 
 

 

 
会計と経営のブラッシュアップ 

平成 27 年 5 月 25 日 
山内公認会計士事務所 

 
本レジュメは、企業会計基準、税法及び次の各書を参考にさせていただいて作成した。（日本公認会計士協会全国研修会グループ法人税制 中村慈美講義） 

(図解グループ法人課税 中村慈美 H22 年 7 月大蔵財務協会刊)(設例でわかる！グループ法人税制の実務ポイント 辻・本郷税理士法人 吉田博之 ＤＶＤ)  
(詳解ケーススタディグループ法人税制 Q＆A 足立好幸著 2010.5)(M＆A 会計税務戦略 小谷野公認会計士事務所編著 H21.4 きんざい刊)  
 
Ⅰ．グループ法人税制 
 

平成 22 年度税制改正(H22.10.1)によって、グループ経営の実態を反映させ

ることを目的として、グループ法人税制が創設された。多様化する組織再編制

度や昨今のグループ法人の一体的運営が進展している状況下、法人の組織形態

の多様化と実態に即した課税の実現のための制度である。 
 
 

１．主要な規定 
 

(1)100％グループ内の法人間の資産の譲渡損益の繰延…（時価移転、但し繰延） 
 

譲渡損益を取引の時点で計上するが、損益を繰延べ、課税せず、 

① その資産をグループ外へ移転した時の課税譲渡損益とするか、 
② または、他のグループ内法人へ移転した時  〃  とする。 
当初移転を行った法人において、譲渡損益を計上する。(適格合併等との違い)  
 
(譲渡調整資産、帳簿価額 1,000 万円以上のものを対象とする) 
①固定資産(減価償却資産、土地等)  ②棚卸資産である土地等 
③有価証券(売買目的有価証券を除く) ④金銭債権 ⑤繰延資産 
従って、創設営業権の譲渡等は時価評価となる。 

 

 

(各国の税制)  グループ法人間譲渡取引   100％親子間配当 
     

アメリカ  譲渡損のみ繰延  課税なし 
イギリス  譲渡損益の繰延  〃 
日 本  〃  〃 
ドイツ  繰延なし  配当の 95%が課税なし  
フランス  〃  〃 

 

本レジュメはブラッシュアップ日迄にホームページに up してあります  

http://yamauchi-cpa.net/index.html   
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グループ法人税制（譲渡損益） 
（完全支配関係法人間は、基本的に内部取引と見る） 

H26.01.01 
H24.07.27 
H22.08.06 
H22.03.25 
H22.03.18 

  完全支配関係法人間 
100％グループ法人間  その他 100％未満間      備 考 

（譲渡損益の繰延べ） H22.10.1 適用 

 
 譲渡損益調整資産（個別資産毎の簿価 10 百万円以上） 
 創設営業権（帳簿価額 0 のため）、資産調整勘定（非適格再編独自の科目のため）を除く 
 
 内国法人間 繰延 繰延なし  ・適格事後設立廃止 
    ・グループ会社を利用 
  一定外資産（10 百万円未満）  繰延なし なし  した税負担の調整 
    困難化（譲渡損の活 
  個人－法人 なし なし  用不可） 

    ・グループ内での円滑 
外国法人－法人 なし なし  な資産配分の可能 

    （譲渡益の心配解除） 
    ・譲渡後もトレースの 

課税 再譲渡時等 なし   必要性 
 (グループ内、外部へ譲渡した時)  ・100％グループとそ 
 (公益法人等は適用されない)   の他間の不公平？ 
    ・グループの頂点が「個 
 判定取引単位 建物 ― 1 棟ごと    人」でもグループ法 
  機械 ― 1 生産設備ごと  人単体課税制度の対 
  土地 ― 1 筆ごと   象になる。 
  有証 ― 銘柄ごと   ・オーナー企業につい 
      ては、100％グルー 
 完全支配関係 資産の譲渡の時点   プのチェックをして 
     おく必要がある。 
 減価償却時の調整 譲渡損益調整額×(譲受法人の損金算入償却費/譲受法人の取得価額) ・グループに係る譲渡 
 (譲渡法人) 譲渡損益の計上    損益の繰延はあくま 
     で内国法人間の取引 
 公共、公益、人格 適用外    に限定される 
 なき社団    ・個人支配と法人支配 
    の区分 
 
（注）（1）法法 61 の 13 を読む 
   （2）譲渡法人は会計上時価で処理し、加算又は減算する 
   （3）譲受法人は時価で受入れ、その後は時価との比較で売買損益 
   （4）合併時等留意（See 4 頁） 







7 

グループ法人税制（寄付金・受贈益） 
H26.01.01 
H25.01.01 
H24.07.27 
H22.08.06 
H22.03.18 

 完全支配関係法人間 
100％グループ法人間 

 
その他 100％未満  備 考 

      
（寄付金） 支払側－全額損金不算入  寄付金  H22.10.1 適用 
 受入側－ 〃 益金 〃入  受贈益  ・双方で流出項目と

なる ？ 
      
 (内国法人による支配関係 

に限られ、個人等によ 

る完全支配関係を除く) 

 個人の場合は上

記と同様 
 ・相続税対策（資産

減として）利用さ

れないように、

利益積立金の移転方法

従って内国法人に

よる完全支配関係

に限られる 

     
     
 (内部取引) 

グル－プ内の授受を 
内部取引とみなす 
…本支店取引レベルと見る  

   

    ・相続税の財産評価

と利益積立金の違

い 
   ・個人 100％グルー

プの制約 
 (内国法人間の完全支配関係のみ―除個人)  ・上記 G で活用できるかの検討 
 
 寄附仕訳 A 社 
  寄 附 金 ××× 現  金 ××× 
  (損金不算入) 
 
 B 社 
  現  金 ××× 受 贈 益 ××× ・何故、反相続税対策か ？ 
   (益金不算入)   
 
 無償(低額)譲渡 B 社 
  株  式 ××× 受 贈 益 ××× 
   (益金不算入) 
 A 社 
  寄 附 金 ××× 株  式 ×××（原価） 
  (損金不算入) 株式売却益 ×××（差額） 
   (譲渡利益の繰延べ) 
   
  譲渡損益調整損 ××× 譲渡損益調整勘定 ×××（差額） 
  (譲渡利益の繰延べ) 
  over10M¥の場合 

A 社から B 社への

利益剰余金の移転 
A 社（親会社株式）

の評価下げ 
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グループ内法人間の寄附 
 

H26.01.01 
H25.06.29 
H25.01.01 
H24.07.27 

 
 P 社  
 

100%所有  
 A 社  
    
寄附  100%所有 
2,500    
    

 B 社  
 
 子会社 A 社が子会社の B 社へ、現金 2,500 を寄附した場合の処理（寄附修正） 
 
 
（P社の処理） 

利益積立金 2,500  A 株式 2,500 ･･･P 社の利益積立金（A 社分）は減少 
 
(1) 親会社 P 社は、A 社株式について寄附金 2,500 に持分割合 100%を乗じた金額 2,500 を

利益積立金から減算するとともに、A 社株式の帳簿価額から減額 
 
 
（A社の処理） 

寄附金 2,500  現 金 2,500 ･･･A 社の利益積立金は減少 
B 株式 2,500  利益積立金 2,500 ･･･A 社の利益積立金は増加 

 
(1) A 社は、B 株式について受贈益の額 2,500 に持分割合 100%を乗じた金額 2,500 を利益

 積立金に加算するとともに、B 社株式の帳簿価額を増額 P 社の B 社分 
(2) A 社の別表四 ― 寄附金の損金不算入額（加算・流出）2,500 
 
 
（B社の処理） 

現 金 2,500  受贈益 2,500 ･･･B 社の利益積立金は増加 
 
(1) B 社の別表四 ― 受贈益の益金不算入額（減算・流出）2,500･･･上記の処理があるため 
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グループ法人税制（受取配当） 
H26.01.01 
H25.07.26 
H25.06.29 
H24.07.27 
H22.08.06 
H22.03.18 

 
 完全支配関係法人 
100％グループ法人   その他 100％未満       備 考 

 

（受取配当） H22.10.1 適用 
 
 益金不算入 あり 100％ あり(25％以上)  100％ 25％以上は関係法 
 （配当の計算期間の所有） (6 ヶ月以上所有)  人株式と言う 
  部分あり(所有率 25％未満) 50％ 
 
 負債利子控除 控除不要 控除必要 
 
 
 条 件 配当法人（内国法人） 同左 
 
 受取法人 同左 
 （配当の計算期間を(6 ヶ月以上の期間所有) 
 通じて完全支配関係が必要） 
 
 
 自己株取得のみなし配当 

 
 
                          譲渡損失 
            みなし配当          480 
             270 
 
 
 
 
 

譲渡額 450＝みなし配当（収入）270＋資本金等（回収）180 
みなし配当 270＝譲渡額 450－資本金等 180 （益金不算入） 
 
従って、譲渡による回収額は、みなし配当 270 を除いた 180 となる 
譲渡損失△480＝譲渡回収 180－取得価額 660（損金算入は廃止  会計処理は同じ 13 頁） 
譲渡利益も計上しない 税務上損金不算入 
 
（完全支配は、投資回収が 90％所有より不利か？ 13 頁参照） 
（100％未満の有利性は税務上気をつける） 

交付金銭 
等の額 
 

450 資本金等

の額 
180 

取得価額 
660 

100％未満は譲渡損失

の実現可能 
(税の制限なしにすべ

て投資回収できる) 
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グループ法人税制（現物分配・抱合株式） 
H26.01.01 
H25.01.01 
H24.07.27 
H22.08.06 
H22.03.18 

 
 100％グループ法人   その他 100％未満      備 考 

 

（現物分配）    H22.10.1 適用 
 譲渡損益 繰延、簿価譲渡 譲渡損益実現  ・グループ間での資産 
 (適格現物分配の場合)   配分の円滑化 
     ・孫会社の子会社化容易 
 源泉徴収 不要 必要  ・子会社から親会社へ 
    の現物配当の容易化 
    ・無時価組織再編 
    ・簿外譲渡？繰延？ 
    ・配当、みなし配当の発生？ 
    ・譲渡直前の帳簿価額による譲渡？ 
    ・無対価現物分配 
 
 
（抱合株式） 
 譲渡損益 計上なし？ 計上なし？ 
 
 
 
 
（適格現物分配） 

 現物配当とは、法人(公益法人等を除く)が、その株主等に対し、配当等により金銭以外の

資産を交付することをいう。 
 適格現物分配とは、内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配を受け

る者が、その法人と完全支配関係にある内国法人のみであるものをいう。即ち、外国法人、

個人、公益法人等が含まれてはならない。
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３．自己株式の取得 
 

H26.01.01 
H25.06.29 
H25.01.02 

 
 みなし配当が生じるのは相対取引による取得に限る（除く市場取引）。 
 交付金銭等を留保所得の払戻し部分と資本の払戻し部分に分けて計算する。 

 
(1) みなし配当の金額の計算（法法 24①四、法令 23①四） 

(留保所得の払戻部分の計算) 
 

交付金銭等の時価 ― 

取得等法人①の 
取得直前の資本金等の額②  

× 取得される 
自己株式の数 取得等法人①の 

取得等直前の発行済株式数③  
 

①自己株式の取得等を行った法人の税務上の資本金等の額 
②ゼロ以下はゼロとする 
③取得前の自己株式の数を除く 
 
 

(2) 株式譲渡損益の計算（法法 61 の 2①） 
(資本の払戻部分、譲渡損益の計算) 
 
交付金銭等の時価－みなし配当の金額－譲渡直前の対象株式の簿価 
 ( 譲渡対価 ) (譲渡原価) 
 
※100%グループ法人間においては、譲渡損益は計上しない。 
 
 

（9 頁参照） 
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(設例等) 
清算法人が、株主に対して残余財産の分配を行う場合には、次の通知が必要である。 
① 残余財産の分配を行う旨 
② みなし配当額に相当する金額の一株当りの金額 
③ その他一定の事項（申告書に記載） 
 
 残余財産の分配を受けた株主は、①益金不算入、②税額控除の適用を受ける。 

 
 

１. B 社株式の保有割合 80% 800 株、発行済株式総数 1,000 株 
２. 残余財産の分配額 800、分配直前の簿価 2,000 
３. 分配直前の払戻等対応資本金額等 1,000 

＜みなし配当の金額の計算方法＞（法法 24①三、法令 23①三） 
 
みなし配当の金額 ＝ 残余財産の分配額 － 清算法人株式に対応する

資本金等の額 
 

清算法人株式に対応する

資本金等の額 ＝ 分配直前の払戻等

対応資本金額等 × 
分配直前に有していた 

清算法人株式の数 
清算法人の発行済株式総数 

 

分配直前の払戻等 
対応資本金額等 ＝ 分配直前の 

資本金等の額 × 

清算法人の残余財産の分配額

(分母の金額を限度とする) 
清算法人の払戻に係る 

直前事業年度末の簿価純資産額 
     
     

    残余財産の分配割合 
 

４. 上記に当てはめて○の通りとなる 
○ 現預金 800  みなし配当 160 (益金不算入) 
 株式消却損 1,360  B 社株式 2,000  
       
       

× 現預金 800  B 社株式 2,000  
 株式消却損 1,200     

 
(吉田博之編著 グループ法人税務の失敗事例 55 から 2011.5 東峰書房発行) 
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資本関係取引税制（みなし配当と譲渡損益） 
H26.01.01 
H24.07.27 
H22.08.07 
H22.03.18 

 
 完全支配関係法人間 

100％グループ法人   その他 100％未満      備 考 
 

（自己株式取得予定株式のみなし配当の益金不算入の不適用）   H22.10.1 適用 
 
 所有株式を発行会社に自己株式として譲渡(買取らせる)する場合 
 

受取配当の益金不算入 適用 不適用  100％グループ法人 
 （完全支配関係は適用） （※）  については、譲渡損 
    益の廃止が優先され 
    る 
 
 この場合の譲渡損益 なし 有  譲渡対価の額と譲渡原 
 （不適用） （適用）  価の額の差となる 
 完全支配は 13 頁と同様 100％未満は制限 
 
 
（予定の範囲） 
 
 公開買付（ＴＯＢ）、組織再編（反対株主買取請求）など取得請求権 
 や取得条項は含まない 
 

(※)自己株式として取得され

ることを予定して株主が

取得した株式が、自己株

式として会社に取得され

た際に生ずる株主のみな

し配当については益金不

算入制度を適用しないこ

とになった。(完全支配関

係を除く) 

 

 

完全支配関係がある内国法人 

（普通法人と協同組合等） 
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A 社 

B 社 

（重）発行法人への株式の譲渡等の改正 

 
 

H22.10.01 
H22.03.19 
H22.02.08 

 
 自己株式として取得されることを予定して取得した株式で、自己株式として取得された際

に生ずるみなし配当については、益金不算入制度を適用しない。 
 
 
（従前） 
 株式を発行法人に対して譲渡等した場合に、みなし配当については受取配当等の益金不算

入制度を活用しつつ、株式譲渡損のみを実現させることが可能。 
 
 
（改正） 
 その株式が、自己株式として取得されることを予定して取得したものである場合、その譲

渡の際に生ずるみなし配当については、益金不算入制度を適用しないこととなります。【平

成 22 年 10 月 1 日以後の譲渡から適用】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              100％の場合の 
                              譲渡損益？ 
 
 
（会計税務処理） 取得時 有価証券 1,000 現金 1,000 
 
       売却時 現金 1,000 有価証券 1,000 
 
       税務調整 売却損 750 みなし配当 750 
 
         ③ － ② ＝ △750     750 ① － ③ 
           売却損  損金算入 受取配当 益金不算入 
 
 
1．他のこととの整合性のチェック 
2．自己株式として取得される株式の評価 
3．自己株式の取得の株主総会、取締役会の承認等 

 
 

公開買付に応募    

A 社株式を 
市場で購入       

譲渡対価 1,000 ① 

取得価額 1,000 ② 

資本金等 
250 ③     

みなし配当 750 
     ①－③ 

譲渡損 △750 
③－② 

自己株式として取得され

ることを予定して取得し

たものである場合 
【改正前】 【改正後】 
益金不算入 益金算入 
 
 
























































